
　　　　九州産交バス株式会社　　　　安全マネジメントに係る情報の公開については、法令及び当社の安全管理規程ならびに同　　　　施行細則に基づき下記の事項について、安全報告書として公開いたします。　　　　１．　　輸送の安全に関する基本的な方針　　　　　　　　安全管理規程第二章第三条のとおりといたします　　　　２．　①輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況　　（自動車事故報告規則第二条に規定する事故に関する統計）　　　　　　　　安全管理規程第二章第五条及び同施行細則第三条のとおりといたします　　　　　　　②輸送の安全に関する計画　　　　　　　　安全管理規程第二章第六条及び同施行細則第四条のとおりといたします　　　　　　　③輸送の安全に関する投資等　安全報告書のとおりといたします　　　　３．　　輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統　　　　　　　　安全管理規程第三章第八条及び同施行細則第二条（２）項及び別表１－１～１－５の　　　　　　　　体制図のとおりといたします　　　　４．　　事故、災害等に関する報告連絡体制　　　　　　　　安全管理規程第四章第十三条及び同施行規則第五条並びに別表１－１～５のとおりと　　　　　　　　いたします　　　　５．　　輸送の安全に関する重点施策　　　　　　　　安全管理規程第二章第四条及び同施行細則第二条のとおりといたします　　　　６．　　輸送の安全に関する教育実績及び計画　　　　 　 　　安全管理規程第四章第十四条及び同施行細則第二条（３）項及び別表２－１～２のと　　　　  　　　おりといたします　　　　７．　　輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容　　　  　　　　安全管理規程第四章第十五条及び第十六条並びに同施行細則第二条（１）のとおりと　　　　　　　　いたします　　　　８．　　安全管理規程及び同施行細則全文　　　　９．　　安全統括管理者　　　　　　　　取締役営業本部長寺本　秀次
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